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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年9月12日(2019.9.12)

【公表番号】特表2018-537202(P2018-537202A)
【公表日】平成30年12月20日(2018.12.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-049
【出願番号】特願2018-529282(P2018-529282)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   9/013    (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   9/008    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ    9/013    １００　
   Ａ６１Ｆ    9/008    １２０Ｆ
   Ａ６１Ｆ    9/008    １２０Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月31日(2019.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科手術用レーザシステムであって、
　レーザビームを発生させるように構成されたレーザ源と、
　走査送達システムであって、
　　眼標的領域に前記レーザビームを向けることと、
　　眼の前記眼標的領域において走査パターンに沿って前記レーザビームを走査すること
と
を行うように構成された走査送達システムと、
　前記走査送達システムと通信するシステムコントローラであって、前記眼標的領域にお
いて眼組織を減張するための切目のパターンをもたらすために、前記走査パターンに沿っ
て前記レーザビームを走査するように前記走査送達システムを制御するように構成され、
前記切目のパターンの各切目は、前記眼組織を通して部分的にのみ延在する、システムコ
ントローラと
を含む眼科手術用レーザシステム。
【請求項２】
　前記システムコントローラは、
　前記走査送達システムを制御する命令セットを格納するように構成されたメモリと、
　前記格納された命令セットに対応する制御信号を前記走査送達システムに出力するよう
に構成された制御信号発生器であって、前記制御信号は、前記走査送達システムに対して
前記走査パターンに沿って前記レーザビームを走査するように命令する、制御信号発生器
と
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記パターンは、平行線の組、切断メッシュ、切断格子、または互い違いの切目のパタ
ーンの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記切目のパターンは、前記眼の角膜の周囲に同心円状に延在する１つまたは複数の弧
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記１つまたは複数の弧の各々は、互いに間隔を空けて配置された複数の切目によって
画定されている、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記切目のパターンの第１の弧の少なくとも１つの切目は、前記切目のパターンの第２
の弧の少なくとも１つの切目と少なくとも部分的に位置合わせされ、それにより、前記角
膜の中心から始まる放射線は、前記第１の弧および前記第２の弧の両方の切目を通過する
、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記切目のパターンの少なくとも１つの切目は、前記切目のパターンの少なくとも１つ
の他の切目と異なる半径または角度で延在する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記切目のパターンは、前記切目のパターンの２つの端部間の前記眼標的領域の中心部
分と周縁部分との間に未切断眼組織のメッシュ構造をもたらす、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記眼組織は、前面および後面を有する層を含み、
　前記切目のパターンの前記切目の各々は、前記眼組織の前記前面と前記後面との間の厚
さの約１０％～約８０％だけ前記眼組織を通って延在する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記眼組織は、前面および後面を有する層を含み、
　前記切目のパターンの少なくとも１つの切目は、前記後面から始まる、請求項１に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記切目のパターンは、前記眼組織の前記前面および前記後面から交互に始まる切目を
含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記切目のパターンは、半径方向において接線方向と異なるように前記眼組織の領域の
弾性特性を変更するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　半径方向における弾性は、接線方向における弾性よりも２：１以上の倍率で増大される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記切目のパターンは、
　前記眼の角膜の第１の側における第１の切目の組と、
　前記第１の側とは反対側の前記角膜の第２の側における第２の切目の組と
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記切目のパターンは、前記角膜の第３の側における第３の切目の組であって、前記第
３の側は、前記角膜の周囲において前記第１の側と前記第２の側との間に配置されている
、第３の切目の組をさらに含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記切目のパターンは、前記眼の角膜から半径方向外向きに延在する１つまたは複数の
線を含む、請求項１に記載のシステム。
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